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環境経営の重要性 

（1）「環境経営とは」 
従来から、企業は 

 

 「Q=Quality（品質の視点）」でより良い品質 

 「C=Cost（価格の視点）」で適切な価格 

 「D=Delivery（納期の視点）」でお客様の求める納期や納品量 

 「S=Safety（安全の視点）」で提供する製品やサービスの安全性や自社で働く従業員への安全衛生など   

 

を重視して、「活動・製品・サービス」を提供しています。 

「環境経営」とは、そこに「E=Environment（環境の視点）」を加えることです。 

これは、必ずしも新しい手法や新しい取組、新しい環境ビジネスをすることではありません。 

 

                           環境経営＝Ｑ Ｃ Ｄ＋Ｅ 
 

（2）環境対応に劣る企業は経営ができなくなる 
 経営に「環境」を組み入れることが先進企業と言われた時代から、どのような企業でも企業存続のため
に 

 「環境」に取り組まなければならない時代になってきました。 

 この「環境」への取り組みを迫る要因には、主に次の3点があります。 



、 

①社会的責任への取組 
 地域環境問題/地球温暖化への対応が必須。環境問題や社会問題に関心の高いステークホルダー

が増え、企業に汚染防止などの環境保全は当たり前で、さらに社会貢献などへの積極的取り組みを
求めるようになってきた。 

 

②お客様（取引上）との関係 

 大手企業を中心に、グリーン購入・調達ガイドなどで取引先を選別し、サプライチェーンのグリーン
化を推進、取引先へ環境対応と環境マネジメントシステムの構築を取引条件にしてきています。 

 

③経営力強化への対応 
 企業体質の強化・企業間競争の強化。経営者自身から社員、契約社員、アルバイトまで全ての従業
者に共通の課題であり、取組出来るのが「環境」です。中小企業の経営体質・経営力を強化するには
この「環境」への取り組みを活用することが一番の近道です。 

 



「環境」取り組みの必要性 

社会的責任の取組 お客様との関係 経営力強化への対応 

★マネジメントシステムが 
構築できる 
・ＰＤＣＡ（継続的改善） 
・方針展開＆管理 
・コストダウン 
 
 
 
★社内の活性化 
・全社運動（全員参加） 
・社員モラール向上 
 
 
★リスクマネジメント強化 
 

 
 
 
 
 

★経営体質の強化 
★企業競争力の強化 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★地球/地域環境問題への対応 
・資源の使用、環境汚染 
・生態系への影響 
・温暖化  
・健康障害 
 

★「経済・環境・社会」とのトリプル
ボトムラインＣＳＲ実現要求 
・環境対応 
・社会公平性 
・生物多様性 
・社会貢献 
★法規制への対応 
・省エネ法 
・各種リサイクル法 
・資源有効利用促進法 
各種公害防止法 

 
 
 

★地球/地域環境の改善 
（環境負荷軽減） 
★循環型社会への貢献 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

★多くの企業での環境Mgtの取組
の活発化 
・ISO14001認証事業所数約19,400
（Ｈ24,12月） 
・国内ＥＭＳ認証事業所急増  
約19,000（Ｈ24，12月） 

★官公庁・自治体での取り組みは
自主宣言へ 
・ＩＳＯ認証取得数約620（04,4月）⇒
約300（10,4月） 
★法規制への対応 
・ＥＵ指令、規制 
・各種リサイクル法 
・各種公害防止法 

 
 
 
 
 
 

★取引先への環境対応 
＆ＩＳＯ取得要求増 （ＥＭＳ） 
★グリーン購入・調達 
★顧客満足度の向上 

 
 



我が国の温暖化の現状 
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大気中のCO2： ２８０ppm⇒３９２ｐｐｍ 
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「環境経営」を実施する仕組み 

「環境マネジメントシステム」 
 

環境マネジメントシステム（EMS)=環境経営を実施する仕組み 
 企業などが、経営の一環として環境保全に関する取り組みを行う場合、環境に関する 
方針や目標の設定、体制づくりや実施・効果の維持発展などを、組織として体系的に 
進めていく仕組みのことです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（1）中小企業でも対応できる環境マネジメントシステムの導入が進む 
 環境マネジメントシステムの代表格といえるものに国際規格（ISO14001）があります。 
ISO14001審査登録制度は、第三者の目で評価される透明性の高い環境マネジメントシステム
です。 
しかし、ISOの認証取得は中小企業にとっては負担が重いものです。 
 
 日本の企業数が数百万社であるのに対して、日本でのISO14001の認証取得件数（財団法人
日本適合性認定協会 JAB)は2010年11月現在、約2万400件であり、日本の事業所数635万（総
務省）から見ると大部分の企業・事業所が未取得であるのが現実です。 
 そこで誕生した代表的なEMSが「エコアクション21」「エコステージ」「KES」です。 
 これら日本生まれのEMSも第三者認証システムです。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「紙・ごみ・電気」の活動は当たり前 
 環境活動にはどんなものがあるか考えてみましょう。まず思い浮かぶものが、どのような業種・規模の
企業でもある以下のものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これらを少しでも削減しようというのが、よく言われる「紙・ゴミ・電気」です。 
ムダを省くことが基本ですので、まずは、この「負の環境影響の削減」から活動すべきでしょう。 
これらの削減活動はすでにやっているという企業でも、工夫をする・視点を変えるなどでまだまだ 
改善の余地があるかもしれません。特に、利益率の低い小売業などは、「紙・ゴミ・電気」の削減 
によるコストダウン効果は大きいはずです。 
 しかし、ここにとどまっていては本当の「環境経営」とは言えません。 
 

（3）本業に「環境のメス」を入れよう 
 「紙・ゴミ・電気」にプラスして、自社の本業に「環境のメス」を入れることがより効果ある活動になります。 

 「紙・ゴミ・電気」のような「負の環境影響」削減活動は当たり前のことと考え活動し、より本来業務に密
着していて、コストダウンや環境保全・改善につながり、その改善効果も大きいものに挑戦することが肝
要です。 

 このようなことを本業に発展できれば良い「環境活動」となり、まさに「環境で企業をよくする」ことになり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①照明や動力源などに使用する電気やガスなどのエネルギー 
②事務処理や各種情報提供などに使用する紙などの資源 
③また様々な廃棄物の排出 



 
 
 
 
 
 
 
環境問題には「負の環境影響（環境側面）」だけでなく、 
          ①「資源のリサイクル」 
          ②「製品やサービスの向上」 
          ③「IT化による業務効果の向上」 
          ④「環境配慮商品やサービスの開発・提供」など 
「有益な環境影響（環境側面）」と言われるものがあります。 
 
 
 
それではどこから手を付けて行けばよいのでしょう。 
 
 
  

  ・自社の現行ビジネスの中での環境取組 

  ・自社の現行ビジネスの取引先や、仕入れ先、外注先などサプライチェーンとの関係 

   での環境取組み   

  ・新たなビジネスの創造 
 

 

 

 

 

 

 いずれも、着手すること自体が難しいかもしれませんが、着目したところから構
想を立てて実行する、このプロセスの設計が肝心です。 



 
 

どんな部署/業務にも環境活動はある 
 よく、「私は事務職だから工場のように環境に悪影響を与えることはほとんどないです。」とか、「営業だから
会社にほとんどいないし、環境活動なんてないですよ。」と言われることがあります。 
 
 
   これはとんでもない話です。 
   以下のように、全ての業務に・職場に環境活動はあります。 
 
   これらの環境活動項目それぞれに対し、 
                 

                   「ＰＬＡＮ （計画、立案）」 
                「ＤＯ(実施、運用)」 
                「ＣＨＥＣＫ (点検、確認)」 
                「ＡＣＴＩＯＮ（見直し、レビュー）」 
 
 
 を回すことで直接的・間接的に環境改善・保全になります。 
 
 

 例えば、製品の品質クレームが発生すれば、作り直しのための資材や部品、電気やガスなどのエネルギー、
残業での作業となれば事務所の電気代なども必要、そして再配送のためのガソリン等の消費、このように製
品やサービスの品質不良に対する改善は、品質問題対策のように思われますが、同時に資源の削減やＣＯ
２など環境への負荷低減になる環境対策でもあるのです。 
 
 



出典：「環境経営システム構築の進めと手順」 

業務・部門 主な環境活動（各項目のＰＤＣＡを回すこと） 

経営企画 環境事業計画、環境戦略 

経理・財務 環境会計、環境ＩＲ 、運用（エコファンド） 

人事 環境教育、環境コンピテンシー（環境対応能力） 

総務 環境施設、グリーン購入、清掃、廃棄物処理 

広告・宣伝 環境コミュニケーション（環境報告書、ＣＳＲレポートなど） 
環境プランデイング、セミナー企画、広告 

環境 環境方針、環境マネジメントシステム 

販売 環境配慮型商品販売、環境マーケテイング 

商品設計 環境配慮型商品に設計、リサイクル/３Ｒ対応設計 

調達 グリーン調達、ＣＳＲ調達 

品質管理 品質検査、品質解析 

製造 効率的な生産、原材料の適切な使用・管理、生産工程改善 
外注管理 

生産技術 環境対応設備導入、設備改善、品質改善 

サービス サービス品質の向上、クレームの削減、作業効率化、 
省エネ、環境対応の機器、消耗品の使用 





省エネ対策の計画 

（1）エネルギー削減目標の設定 

 ①経営方針に基づく目標 

  省エネルギーを円滑に進めるためには、経営者がその経営方針（目標、達成期 間）を明確に設   

  定することが重要です。 

 ②具体的な目標設定 

  ・エネルギー種別及び設備ごと（電気・空調・給排水）に削減目標を設定します。 

  ・中長期計画を作成し、年度ごとに削減目標を確認、修正します。 

（2）省エネ項目の設定 

 ①省エネ対策の抽出とコスト計画 

  建物の管理、設備ごとに省エネルギー項目を抽出し、費用対効果を検証して実施可能な省エネ   

  ルギー項目を設定します。 

（3）省エネ対策の推進 

 ①社内教育と啓蒙活動  

  ・建物内の全員参加による活動でなければ十分な成果が上がらないので、従業員、テナントなど 

   全員の協力体制が必要です。 

  ・省エネ活動の成果を上げるには、定期的な教育や省エネルギー活動状況の掲示及び部門会 

   議などでの発表で意識を共有し、周知をします。 

  ・達成状況が良好な場合には、表彰や発表で全員の省エネ活動に対する意欲を向上させます。 

 



 ②資料の整備と見える化 
 ・機器の管理台帳、（照明、空調、ポンプ、ファン、給水器具など）を整備することによって、機 
  器の仕様、経過年数、修繕履歴により、設備の維持費、更新時期などが確認でき、保全計画 
  だけでなく省エネ対策にも有効になります。 
 ・エネルギーデータを整備し広報することによって、全員に省エネ推進状況を『見える化』することがで   
  きます。 

項  目 内  容 

1.一般管理・運用 （1）エネルギー使用量管理（計測・記録・原単位管理） 
（2）OA機器・自販機の管理 

2.建築 （1）屋根・外壁・窓の断熱化 
（2）日射負荷の防止 
（3）窓、出入り口の気密化 

3.空調・換気設備 

 （熱源：冷凍機・ポンプ・ボイラ・空調機） 
  （熱搬送：冷温水ポンプ） 

（1）室内環境の設定変更（温度、外気量） 
（2）熱源機器の性能管理 
（3）空調機器の運転管理、効率管理 
（4）高効率機器の導入 
（5）換気設備の運転管理 

4.給水・給湯設備 （1）給水量の管理（節水、再利用） 
（2）給湯機の管理（温度調節、高効率機器の導入） 

5.電気設備 （1）照明の点滅管理、ランプ・器具の更新 
（2）エネベータ‐・エスカレーターの運転制御改修 

（省エネ項目抽出の例） 



ビルの省エネのポイント一覧 

省エネ対策項目 省エネ対策 コスト 削減効果 

組
織
体
制
の
整
備 

 
省エネ推進体制の整備 

省エネ担当者の配置 
目標と方法の設定 
取組状況に点検 

  － 
  － 
  － 

   － 
   － 
   － 

 
エネルギーなどの使用量の把握 

電力会社等の請求書の管理 
前年度との比較検証 

  － 
  － 

   － 
   － 

 
 
運 

用
対
策 

 
照明設備 

空室・不在時等のこまめな消灯 
共用部のフロアーごとの管理 
共用部の照度管理 

  － 
  － 
  － 

   少 
   少 
   少 

 
空調設備 

冷暖房温度管理 
空室・不在時等の空調停止の徹底 
共用部のフロアごとの管理 
季節ごとの設定管理 

  － 
  － 
  － 
  － 

   少 
   少 
   少 
   少 

 

保
守
管
理 

照明設備 ランプ等の定期的な清掃・交換   少    中 

空調設備 フイルターの定期的な清掃・点検   少    中 

給湯設備 定期的な点検の実施   少    中 

 

設
備
挿
入 

照明設備 高効率照明器具の採用   大    大 

空調設備 高効率空調設備の採用   大    大 

事務用機器 トップランナー（高効率）機器の採用   大    大 



省エネ対策に関係する諸制度 

■省エネ法、温対法（エネルギー使用量の届出） 

■地球温暖化対策のための税（環境税） 

■環境共創イニシアチブ等による支援制度（設備導入補助金） 

■国内排出権取引制度(新クレジット制度） 

■東京都、埼玉県の総量規制義務と排出権取引制度（補助金とセット） 

■カーボン・オフセット（国内排出権制度活用） 

■カーボン・フットプリント（ブランド構築） 

■エコアクションポイント（地域通貨、地域活性化） 

■省エネ診断（無料） 

■ＨＥＳ、ＥＡ21構築支援（集団構築） 

■中小企業リサイクルアドバイザー派遣制度（北海道） 



 



エコアクション２１の概要 

基  準 環境省策定～エコアクション21ガイドライン2009年版 

制度の特徴 ・中小企業向け環境マネジメントシステム 
・環境方針、環境活動レポートの公表を求めている。 
・環境負荷低減が直接要求される。 
・必要な環境への取組が規定されている。 
・建設業、産業廃棄物処理業者等向け等の業種別ガイドラインがある。 

認証制度開始、認証ランク 2004年10月開始、認証ランク：1ランク 

審査方法 2段階審査（書類審査・現地審査） 年1回中間審査 2年ごとに更新審査 

認証件数 7645件（2013年2月）135件（北海道内） 

審査人の資格 3段階の試験に合格し、試験合格後1年以内に、エコアクション21に関する所
定の講習を終了した人 

認証機関（中央事務局） 一般財団法人 持続性推進機構 

認証（審査実施）機関 各県に原則1地域事務局を設置、中央事務局が認定する。 

登録の方法（判定委員会） 地域事務局の判定委員会の判定後、中央事務局の判定委員会において正
式に判定される。判定委員は、専門家や学識経験者で構成。 

コンサルテイング（審
査中の指導） 

審査人は、審査中に指導・助言もできる。 
※ただし、コンサルタントが審査を担当することはできない。 

コンサルテイング（コン
サルタント支援） 

コンサルタントの紹介を受けることができる。 



北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥＳ）の概要 

基  準 北海道環境マネジメントシステムスタンダード 

制度の特徴 ＩＳＯ14001を手本とした中小企業向けの環境管理システムの名称で、より分

かり易く、より安価で、より取り組み易くしたもので、環境保全活動の取組と
経営の安定を支援するために作られた。 

認証制度開始、認証ランク 2004年7月開始、第1種認証：ＨＥＳステップ1 第2種認証：
ステップ2と2ランクある。 

審査方法 書類審査・本審査、定期審査（年1回） 3年ごとに更新審査 

認証件数 101件（2013年2月現在） 

審査員 エイチ・イー・エス推進機構が認めた審査員・コンサルタント（一定の研修を
受けたものでＪＡＢに登録されたＩＳＯ14001審査員補以上の有資格者） 

認証組織 エイチ・イー・エス推進機構（北海道商工会議所連合会） 

認証取得の希望者 ＨＥＳに相談すると、各企業・組織の取組状況や業態・規模等に応じて、審
査・コンサルテイングの日程を助言し、費用の見積もりもされる。 

経  費 受審の際には、審査費用・交通費・事務経費等が掛かる。またコンサルタン 
ト派遣料、構築講座受講料、システム規格書等の資料代及び認証登録後の
定期審査料、更新審査料等は別途かかる。  

資料等 規格書、構築の手引き、マニュアルサンプル（ステップ1、ス
テップ2） 

構築講座 ＨＥＳ認証取得のため、随時開催されている。 
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経
営
情
報 

環
境
情
報 

情報転換 

事 例 

《光熱水費》 
 ・電気料金 

 ・ガス料金 

 ・ガソリン代 

 ・上下水道料金 

 ・その他 

《資材・消耗品費》 
 ・金属類 

 ・ダンボール 

 ・プラスチック類 

 ・化学品類，他 

《廃棄物処理費》 
《苦情・要望》  

    事 例 

 

《ＣＯ２発生量》 
《廃棄物発生量》 
《総排水量》 
《化学物質排出量》 
《騒音・振動・悪臭》 
 

 

エコアクション21環境経営システム 環境と経営の改善 

環境負荷の把握 

取組状況の改善 



●１ 

対象組織 

継続的改善 

 
１３．代表者による全体の評価 

と見直し 

全体の評価と見直しＡ 

１２．取組状況の確認並びに問題
の是正及び予防 

取組状況の確認及び評価 Ｃ 
６．実施体制の構築 
７．教育・訓練の実施 
８．環境コミュニケーションの実施 
９．実施及び運用 
１０．環境上の緊急事態への準備及び対応 
１１．環境関連文書及び記録の作成・管理 

計画の実施 Ｄ 

１．取組の対象組織・活動の明確化 
２．環境方針の策定 

３．環境への負荷と環境への取組状況の
把握及び評価 
４．環境関連法規等の取りまとめ 

５．環境目標及び環境活動計画の策定 

計画の策定 Ｐ 

環境経営システムと 
Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａサイクル 

Ｐｌａｎ 

Ｄo 
Check 

Actin 

21 21 



３．エコアクション２１の構成 

 

 ■エコアクション２１のガイドラインは４つの
パートで構成されています。 

①環境への負荷の自己チエックの手引き 
②環境への取組の自己チエックの手引き 
③環境経営システム 
④環境活動レポート 

次の業種の事業者には、業種別ガイドラインがあります。 
 ・建設業        ・廃棄物処理業 
 ・食品関連事業     ・地方公共団体/大学等教育機関 

22 22 


